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ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、 実際には萬額な料金を請求す

る水回りトラブル対応業者に関する注意喚起

2025年07月31日

ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、 実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に

関する注意喚起を行いました。

詳細

令和6年秋以降、 水回りトラブル対応業者のウェブサイト上で、 「水道つ まり漏れ2,980円～」、 「一般的な

水道事業者合計9,800r-.J58,000円 関東水のトラブル相談センタ ー合計2,980r-.J35,000円」などの表示を見

た消費者が、 低額な料金で水回りのトラブルを解決できると認識して作業を依頼したところ、 実際には高額な

料金を請求されたといった相談が、 各地の消費生活センタ ーなどに数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、 （以下「本件事業者」といいます。）が、 消費者の自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為（虚偽．誇大な広告·表示）を行っていたことを確認したた

め、 消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第1項の規定に基づき、 消費者被害の発生又は拡大の防止に

資する情報を公表し、 消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

また、 この情報を都道府県及び市町村に提供し、 周知します。
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https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cmsl03_250731_01.pdf 
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【本件に関連する注意喚起の情報】

-
◆ 消費者ホットライン：「188 （いやや！）」番

（最寄りの消費生活センタ ー等をご案内します。）

◆ 警察相談専用電話：「＃9110」番

公表内容に関する問合せ先
消費者庁消費者政策課財産被害対策室

TEL03-3507-8800（代表）




	1_R7消費者庁のお知らせ(HP) （業者名削除）
	2_消費者庁のお知らせ(HP)（抜粋）

